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　議案第１号　令和２年度一般会計補正予算（第１０号）の概要
                   

　及びその他必要とする経費について措置するものです。

    補正額は、

　９９億２，１９２万３千円

  です。

  　今回の補正予算による一般会計の歳入財源は、

　８７億　　８４４万７千円

　　２億　　１００万円

　　　　３，３３７万６千円

　　９億７，９１０万円

　です。

県 債

    この結果、一般会計の予算の規模は、７，０２９億４，１５５万２千円となります。

寄 附 金

令和２年度１１月補正予算案の概要

    今回の補正は、新型コロナウイルス感染症対策に係るもの、国庫補助決定に伴うもの

一 般 会 計

財 産 収 入

国 庫 支 出 金

（単位：千円）

うち新型コロナ
対策に係るもの

総 務 費 52,850,174 2,712 0 52,852,886

民 生 費 106,044,883 912,237 912,237 106,957,120

衛 生 費 36,700,528 6,396,750 6,318,494 43,097,278

農 林 水 産 業 費 62,799,131 812,023 296,738 63,611,154

商 工 費 58,913,760 90,919 74,136 59,004,679

土 木 費 82,547,931 896,000 0 83,443,931

教 育 費 120,440,765 755,282 0 121,196,047

災 害 復 旧 費 15,375,120 56,000 0 15,431,120

一 般 会 計 合 計 693,019,629 9,921,923 7,601,605 702,941,552

一　般　会　計　歳　出　一　覧

款別 補正前の額 今回補正額 計
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（１）　総　　括

今回補正額 補 正 後 構成比 予 算 額 構成比

270,203,577 234,376 270,437,953 38.5 238,954,704 39.0

県 税 99,080,000 0 99,080,000 14.1 100,150,000 16.3

地 方 消 費 税
清 算 金

49,652,503 0 49,652,503 7.1 42,475,838 6.9

分 担 金 及 び
負 担 金

4,615,890 0 4,615,890 0.7 1,998,214 0.3

使 用 料 及 び
手 数 料

10,024,139 0 10,024,139 1.4 10,061,698 1.6

財 産 収 入 899,688 201,000 1,100,688 0.2 881,838 0.1

寄 附 金 99,246 33,376 132,622 0.0 125,812 0.0

繰 入 金 36,345,996 0 36,345,996 5.2 31,738,709 5.2

繰 越 金 7,622,695 0 7,622,695 1.1 6,170,493 1.0

諸 収 入 61,863,420 0 61,863,420 8.8 45,352,102 7.4

422,816,052 9,687,547 432,503,599 61.5 374,171,350 61.0

地 方 譲 与 税 20,450,000 0 20,450,000 2.9 20,149,000 3.3

地 方 特 例
交 付 金

553,000 0 553,000 0.1 549,000 0.1

地 方 交 付 税 184,467,000 0 184,467,000 26.2 182,005,000 29.7

交通安全対策
特 別 交 付 金

433,000 0 433,000 0.1 494,000 0.1

国 庫 支 出 金 146,115,852 8,708,447 154,824,299 22.0 98,055,950 16.0

県 債 70,797,200 979,100 71,776,300 10.2 72,918,400 11.9

693,019,629 9,921,923 702,941,552 100.0 613,126,054 100.0

（注）構成比は、四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

自 主 財 源

依 存 財 源

歳 入 合 計

一　般　会　計　歳　入　一　覧

（単位：千円、％）

令 和 ２ 年 度 令和元年度

款　　別
補正前の額

１１　　月 １１ 月 現 計
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（２） 歳入科目別概要

科   目 補正前の額 １１月補正 補正後予算額

財 産 収 入 899,688 201,000 1,100,688 ◎財産売払収入 201,000

○不動産売払収入 201,000

・土地建物売払代金

寄 附 金 99,246 33,376 132,622 ◎寄附金 33,376

○商工費寄附金 33,376

国庫支出金 146,115,852 8,708,447 154,824,299 ◎国庫負担金 753,541

○衛生費国庫負担金 63,224

・急性伝染病予防費

○農林水産業費国庫負担金 184,430

・緊急治山事業費

○土木費国庫負担金 473,887

・災害関連河川事業費等

○災害復旧費国庫負担金 32,000

・文教施設災害復旧費

◎国庫補助金 7,954,906

○総務費補助金 556,859

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

○民生費国庫補助金 741,422

・生活困窮者事業費等

○衛生費国庫補助金 5,958,393

・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金等

○農林水産業費国庫補助金 535,855

・食育実践地域活動支援事業費等

○教育費国庫補助金 162,377

・学校施設環境改善交付金

県 債 70,797,200 979,100 71,776,300 ◎県債 979,100

○農林水産業債 95,500

・山地治山事業費

○土木債 366,400

・河川事業費等

○教育債 493,200

・公立学校施設整備事業費等

○災害復旧債 24,000

・文教施設災害復旧費

【 合 計 】 693,019,629 9,921,923 702,941,552

（単位：千円）

説　　　　　　　　　明
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（議案第１号関係）

（一般会計）　 　　     （単位：千円）

総 務 課 305,180 0 305,180 289,385 277,359

人 事 課 4,917,214 0 4,917,214 4,740,911 5,060,868

財 政 課 102,360,510 2,712 102,363,222 83,945,272 96,926,668

財産総合管理課 3,587,684 0 3,587,684 9,569,527 9,910,981

税 務 課 51,204,899 0 51,204,899 45,725,606 42,033,197

市 町 村 課 1,377,845 0 1,377,845 2,504,564 2,024,780

総務事務センター 757,632 0 757,632 737,847 695,510

危 機 管 理 課 695,577 0 695,577 1,230,893 1,187,429

消 防 保 安 課 1,326,894 0 1,326,894 909,190 782,179

計 166,533,435 2,712 166,536,147 149,653,195 158,898,971

（公債管理特別会計）

特別
会計 財 政 課 104,129,970 0 104,129,970 113,662,944 112,576,712

（一般会計＋特別会計）

270,663,405 2,712 270,666,117 263,316,139 271,475,683総務部　合計

補正額
最　 終
予算額

一

般

会

計

令和２年度　１１月補正予算案

○ 総務部　歳出予算課別集計表

会
計
名

課　　名

令　和　２　年　度 令 和 元 年 度

補正前
の　額

補正後
の　額

当　 初
予算額
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○ 繰越明許費補正 

（議案第１号関係） 

 

１ 追 加 

款 項 事  業  名 金  額 

総 務 費 総務管理費  県庁舎ＢＣＰ対策事業 

        千円 

      490,000 

 

《令和２年１１月定例県議会提出議案（議案第１号～第 33号） ５ページから抜粋》 

 

 

 

 

 

 

○ 債務負担行為補正 

（議案第１号関係） 

 

追 加 

事  項 期  間 限度額 

（財産総合管理課） 

 宮崎県東京学生寮管理運営委託費 

 

令和２年度から 

令和４年度まで 

        千円 

       20,764 

 

《令和２年１１月定例県議会提出議案（議案第１号～第 33号） ８ページから抜粋》 
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議案第４号

県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例

税 務 課

１ 改正の理由

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成19年法

律第40号）の改正により、引用条名の条ずれ等が生じることから、所要の改正を行うも

のである。

２ 改正の内容

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の改正に伴う

引用条名及び省令名の改正 （第１条第４号）

区 分 改正前 改正後

引用条名 第17条 第18条

地域経済牽引事業の促進による 地域経済牽引事業の促進による

地域の成長発展の基盤強化に関す 地域の成長発展の基盤強化に関す
省令名

る法律第25条の地方公共団体等を る法律第26条の地方公共団体等を

定める省令 定める省令

３ 施行期日

この条例は、公布の日から施行し、令和２年10月１日から適用する。
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議案第５号

宮崎県森林環境税条例の一部を改正する条例

税 務 課

１ 改正の理由

県民税均等割の税率については、財政上その他の必要がある場合においては、標準税

率を超える税率で課税することができるとされている（個人県民税均等割の標準税率は

１千円、法人県民税均等割の標準税率は２万円から80万円であり、それぞれ制限税率の

定めはない）。

本県においては、平成18年度より森林環境税として県民税均等割の超過課税を実施し

ているが、適用期間が平成32年度分（令和２年度分）までとなっている。

今後も、森林環境の保全に関する施策に要する経費について財政需要が見込まれるこ

とから、適用期間を延長する必要がある。

２ 改正の内容

適用期間の延長

① 個人県民税均等割の超過課税の適用期間を５年間延長する。 （第３条）

（現 行） 平成32年度までの年度

（改正案） 令和７年度までの年度

② 法人県民税均等割の超過課税の適用期間を５年間延長する。 （第４条）

（現 行） 平成33年３月31日までの間に開始する事業年度

（改正案） 令和８年３月31日までの間に開始する事業年度

３ 施行期日

この条例は、令和３年４月１日から施行する。
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議案第６号

宮崎県情報公開条例及び宮崎県個人情報保護条例の一部を改正する条例

総 務 課

１ 改正の理由

宮崎県住宅供給公社が令和２年３月３１日に解散し、令和２年９月３０日

付けで清算結了したことに伴い、宮崎県情報公開条例及び宮崎県個人情報保

護条例の関連規定から宮崎県住宅供給公社を削除するため、所要の改正を行

うもの。

２ 改正の内容

(1) 宮崎県情報公開条例

「定義」の中の公文書の開示を行う「実施機関」から、宮崎県住宅供給

公社を削除する。（条例第２条第１項）

(2) 宮崎県個人情報保護条例

「保有個人情報の開示義務」の中の「公務員等」に宮崎県住宅供給公社

の役員及び職員が規定されているため、宮崎県住宅供給公社を削除する。

（条例第１７条第２号ウ）

３ 施行期日

公布の日から施行する。
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議案第１５号

公の施設の指定管理者の指定について（宮崎県東京学生寮）

財産総合管理課

１ 施設の概要
○施設名 宮崎県東京学生寮
○設置目的 宮崎県出身者で東京都及びその周辺に所在する大学等に就学する学

生（男子）の利便性向上を図る。
○現指定管理者 ジャパンプロテクション株式会社
○指定期間 平成３０年４月１日～令和３年３月３１日（３年間）

２ 次期指定管理候補者
ジャパンプロテクション株式会社 代表取締役 髙山 弘憲
所在地 東京都千代田区二番町５番７号
資本金 ５，０００万円 従業員数 ６４０人
事業内容 警備業務、ビル管理業務、人材派遣業務 等

３ 指定期間
令和３年４月１日～令和５年３月３１日（２年間）

４ 選定概要
(1)公募の状況
① 募集期間 令和２年７月９日から令和２年９月８日まで
② 申請者 ジャパンプロテクション株式会社

(2)指定管理候補者の審査方法
① 審査の流れ

審査区分 構 成 内 容

書類審査 県（施設所管課）申請書類に基づいて資格審査を実施

指定管理候補 外部委員のみで 書類審査を通過した申請者を対象に、各申請者のプ

者選定委員会 構成 レゼンテーション及びヒアリングを行い、審査を実

による審査 施

指定管理候補 県（施設所管部 選定委員会の審査結果を、施設所管課において選定

者選定会議に 局及び指定管理 基準に基づき評価した結果と照らし合わせ、候補者

よる確認 制度所管部局） （案）が異なっていないかどうかを確認

※指定管理候補者選定会議の確認後、県において指定管理候補者を選定した。
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② 指定管理候補者選定委員会委員

委員長 奥村 憲博 宮崎産業経営大学教授

長友 太 一般社団法人宮崎県中小企業診断士協会理事

委 員
池間 健治 宮崎県私立中学校高等学校校長会会長

宮田 猛敏 宮崎県高等学校ＰＴＡ連合会副会長

前谷 寛子 利用者の保護者

③ 指定管理候補者選定会議委員

議 長 総務部長

副議長 総務部次長（財務担当）

委 員 総務課長

財産総合管理課長

行政改革推進室長

④ 選定基準及び審査項目・配点

選定基準 審 査 項 目 配点

①住民の平等な 施設運営に関する基本方針

利用の確保 県が示した管理の基準に対する理解及び対応 １０

平等な利用の確保に関する提案等

②公の施設の効 利用者サービスの向上に関する提案

用を最大限に 利用者増への取組みに関する提案

発揮する事業 指定管理者の業務に対する意欲 ３０

計画 利用者満足度把握や苦情・要望対応、運営改善への反映

施設の効用の発揮に対する提案等

③経費の縮減 指定期間内に県が支払う指定管理料の提案額

等 業務遂行のための適切な経費の積算
１０

管理業務の効率化と経費の縮減に関する考え方

経費縮減に対する提案等

④事業計画を着 業務遂行に必要な体制の確保（適正な組織、人員配置、

実に実施する 責任体制）

ための管理運 職員の能力育成（研修体制）

営能力 継続的に安定した運営が可能な財政的基盤（経営状況）

過去の類似事業の実績、評価 ４０

リスク管理の具体的対応策

事業計画及び収支計画の具体性、適格性、実現可能性

個人情報保護への対応、情報公開への対応

安全管理及び災害時・緊急時等の危機管理への対応等

⑤環境保全への 環境保全への対応

対応等がなさ 地域への配慮 １０

れること 障がい者の就労支援への対応

合 計 １００
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(3)審査結果及び選定理由
① 指定管理候補者選定委員会における審査結果

選定委員会の審査結果は次のとおりであり、最低基準点（委員合計500点満点の
６割（300点）以上）を満たしている。
ジャパンプロテクション株式会社：４３９．４点

② 指定管理候補者選定会議における確認結果
選定会議の確認結果は次のとおりであり、最低基準点（100点満点の６割（60点）

以上）を満たしている。
ジャパンプロテクション株式会社：７０．８点

③ 選定理由
○ 募集要領に定める最低基準点（選定委員会３００点、選定会議６０点）を超え
る得点を得ていること。

○ 事業計画等から、施設の効用を最大限に発揮し、また施設の運営管理を適正
かつ着実に実施する能力を有していると認められること。

○ 事業計画において、これまで実施してきた寮だよりの発行等の取組に加え、新
型コロナウイルス感染防止への対応としてのＷｉ－Ｆｉ設置によるリモート授業
のための支援など、新たにサービス向上に資する提案がなされていること。

５ 指定管理候補者からの提案内容
（1）指定管理料

項 目 年 額 指定期間（２年）計
指定管理料提案額 １０，３８２千円 ２０，７６４千円
基準価格 １１，３７０千円 ２２，７４０千円
（提案額との差） （－９８８千円） （－１，９７６千円）
今期の指定管理料 ９，２１５千円 １８，４３０千円
（提案額との差） （＋１，１６７千円） （＋２，３３４千円）
※「指定期間（２年）計」欄の「今期の指定管理料」は、直近２ヶ年の合計。

（2）収支計画
内 容 令和３年度 令和４年度

収入（ａ） 29,994千円 29,994千円
指定管理料 10,382千円 10,382千円
利用料金 19,372千円 19,372千円
その他収入 ,240千円 ,240千円
支出（ｂ） 27,122千円 27,122千円
人件費 4,890千円 4,890千円
維持管理費 11,265千円 11,265千円
備品・消耗品費 ,210千円 ,210千円
光熱水費 9,555千円 9,555千円
公租公課・保険料 1,202千円 1,202千円

収支差額（ａ－ｂ） 2,872千円 2,872千円

（3）事業計画の概要
① 学生寮の入退寮手続に関する業務
（学生寮ホームページの刷新、入寮者募集説明会の開催、県内高校への個別訪問等）
② 学生寮における寮監業務
（寮監等職員による24時間対応体制、個別面談・生活指導の実施、寮だよりの発行等）
③ 学生寮の維持及び保全に必要な業務
（施設の省エネ推進、学習室内のＷｉ－Ｆｉ設置等）
④ その他
（災害備蓄品の常備、危機管理マニュアルの整備、消防訓練の実施等）
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議案第２９号

当せん金付証票の発売について

財 政 課

１ 提案の理由

令和３年度の全国自治宝くじ及び西日本宝くじの本県発売金額を定めること

について、当せん金付証票法（昭和２３年法律第１４４号）第４条第１項の規

定により、議会の議決に付するものである。

２ 発 売 金 額

１００億円以内

３ 参 考

令和２年度の議決額 １００億円以内
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